
○川崎市大学奨学金貸付条例  

平成 5 年 3 月 26 日  

条例第 24 号  

(目的 ) 

第 1 条  この条例は、大学に在学する学生で能力があるにもかかわらず、経済的理

由のため修学が困難なものに対し奨学金の貸付けを行うことにより、社会に有用

な人材の育成に資することを目的とする。  

(奨学生の資格 ) 

第 2 条  奨学金の貸付けを受ける者 (以下「奨学生」という。)は、次の要件を備え

ていなければならない。  

(1) 本市に引き続き 1 年以上居住している者に扶養されている者又はこれに準

ずるものとして教育委員会規則で定める者であること。  

(2) 学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号 )第 52 条に規定する大学に在学している

こと。  

(3) 学資の支弁が困難であること。  

(4) 学業成績が優良で性行が善良であること。  

(奨学金の額 ) 

第 3 条  奨学金の貸付金額は、 1 人について月額 38,000 円以内とする。  

(奨学金の貸付期間 ) 

第 4 条  奨学金の貸付期間は、大学に入学した日の属する月から正規の修業年限が

満了する日の属する月までとする。  

(奨学生の申請 ) 

第 5 条  奨学生になることを希望する者は、教育委員会規則で定めるところにより、

教育委員会 (以下「委員会」という。 )に申請しなければならない。  

(奨学生の決定等 ) 

第 6 条  委員会は、前条の規定による申請に基づき選考を行い、奨学生を決定し、

毎年度予算の範囲内において奨学金の貸付けを行う。  

(連帯保証人 ) 

第 7 条  奨学生は、連帯保証人を立てなければならない。  

(貸付けの停止 ) 

第 8 条  奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸付けを停止す

る。  

(1) 第 2 条各号に掲げる要件を欠いたとき。  

(2) 休学したとき。  

(3) 奨学生を辞退したとき。  

(4) 偽りその他不正な方法で奨学金の貸付けを受けたとき。  

(5) その他委員会が奨学生として不適当と認めたとき。  

(届出の義務 ) 

第 9 条  奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に届け出なけれ

ばならない。  

(1) 第 2 条第 1 号又は第 2 号に掲げる要件を欠いたとき。  



(2) 休学したとき。  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、奨学生又は連帯保証人の氏名、住所その他の

重要な事項に異動があったとき。  

(奨学金の償還 ) 

第 10 条  奨学金は、無利子とし、卒業した日の属する月の翌月から起算して 6 月

を経過した後 10 年以内において、年賦又は半年賦で均等償還しなければならな

い。ただし、繰り上げて償還することができる。  

2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、第 8 条の規定により貸付けを停止された

ときは、奨学金の全額を直ちに償還しなければならない。ただし、委員会がやむ

を得ない理由があると認めるときは、この限りでない。  

(奨学金の償還猶予 ) 

第 11 条  委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

相当期間奨学金の償還を猶予することができる。  

(1) 進学したとき。  

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により償還が困難なとき。  

(奨学金の償還免除 ) 

第 12 条  委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、奨学金の全部又は一部の償還の義務を免除することができる。  

(1) 死亡したとき。  

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により償還することができなくなった

とき。  

(延滞利息 ) 

第 13 条  奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金の償還すべき日までにこ

れを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間に

応じ、償還すべき額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞利息を支払

わなければならない。この場合において、その額に 10 円未満の端数があるとき、

又はその全額が 500 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て

るものとする。  

2 利子等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例 (昭和 46 年川

崎市条例第 1 号 )第 2 条の規定は、前項の延滞利息の計算について準用する。  

(委任 ) 

第 14 条  この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。  

附  則  

この条例は、平成 5年 4月 1日から施行する。 


